
傍

教

と

王

族

定

方

最

小
乗
の
『
大
般
浬
梁
経
』
に
、
プ
ッ
ダ
が
死
ん
だ
と
き
、
諸
園
の
王
族
(
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
〉
が
、

(

1

)
 

そ
の
遺
骨
を
も
ら
う
権
利
を
有
す
る
」
と
い
っ
た
と
あ
る
。

「
プ
ッ
ダ
は
王
族
だ
っ
た
か
ら
、

わ
れ
ら
は

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
傍
数
は
そ
の
後
の
歴
史
を
逼
じ
て
王
族
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
た
。
経
典
や
中
園
借
の
放
行
記
に

よ
れ
ば
、
傍
数
の
歴
史
に
お
い
て
、
併
数
に
な
ん
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
た
王
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
い
る
。
シ
ャ
カ
族
の
王
で
プ
ッ
ダ
の

お
よ
び
そ
の
子
で
初
め
プ
ッ
ダ
の
法
敵
デ
l
ヴ

マ
ガ
ダ
園
の
王
で
プ
ッ
ダ
の
信
者
と
な
っ
た
ピ
ン
ピ
サ
1
ラ、
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父
で
あ
る
シ
品
ツ
ド
l
ダ
ナ
。

ア
ダ
ッ
タ
に
親
し
み
、
後
に
ブ
ッ
ダ
の
信
者
と
な
っ
た
ア
ジ
ャ

l
タ
シ
ャ
ト
ル
。

コ
l
サ
ラ
園
の
王
で
プ
ッ
ダ
の
信
者
と
な
っ
た
プ
ラ
セ
l
ナ

ジ
ッ

ト、

お
よ
び
そ
の
子
で
シ
ャ
カ
族
を
醜
加
減
し
た
ヴ
ィ
ル
l
ダ
カ
。
ピ
ン
ピ
サ
1
ラ
王
の
友
人
で
プ
ッ
ダ
に
曾
う
た
め
マ
ガ
ダ
に
向
か

っ
た

タ
ク
シ
ャ
シ
ラ
l
の
弗
迦
沙
王
。
プ
ッ
ダ
亡
き
あ
と
に
出
世
し
、
俳
数
を
保
護
し
た
ア
シ
ョ
ー
ヵ
、

(

2

)
 

ヴ
ア
ル
ダ
ナ
。

メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
、
カ
ニ
シ
カ
、

ハ
ル

シ
ャ

し
か
し
、
併
数
徒
の
手
に
よ
る
資
料
に
お
い
て
は
、

王
た
ち
の
傍
教
信
仰
は
誇
張
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
射
し
、
王
た
ち
が
寄
進
に
際

し
て
み
ず
か
ら
残
し
た
刻
文
に
は
、

傍
数
に
劃
す
る
か
れ
ら
の
思
い
が
か
な
り
忠
貨
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
〈
と
恩
わ
れ
る
)
。
同
時
代
人
を
前
に

し
て
、
明
ら
か
な
嘘
は
記
せ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
は
い
ま
刻
文
を
資
料
に
し
て
王
た
ち
と
傍
数
の
関
わ
り
の
寅
鐙
に

一
瞥
を
加

87 

え
て
み
た
い
と
思
う
。
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ま
ず
登
場
す
る
王
が
ア
シ

z
l
カ
で
あ
る
。
か
れ
は
か
れ
の
領
土
内
に
多
く
の
法
教
を
残
し
た
が
、
そ
れ
は
一

(

3

)

 

般
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
大
別
さ
れ
て
い
る
(
時
代
順
に
配
列
す
る
。
括
弧
内
の
数
字
は
滋
頂
〔
H

即
位
式
〕
後
の
年
を
示
す
〉
。
小
摩
崖
法
救
(
一

一〉、

摩

一
九
)
、
小
石
柱
法
救
(
一
二
ハ
|
)
、
石
柱
法
敷
(
二
六
、
二
七
)
。

こ
の
う
ち
、
小
摩
崖
法
敷

一
三
〉
、
洞
院
法
敷
(
一

二
、

刻
文
を
資
料
に
す
る
と
き
、

崖
法
敷
(
一
二、

お
よ
び
小
石
桂
法
教
の
な
か
に
分
類
さ
れ
て
い
る
法
教
の
な
か
に
例
数
と
の
強
い
関
係
を
示
す
も
の
が
多
い
。
他
の
法
款
で
は
、
摩
崖
法
敷
の

第
八
一
章
に
「
三
菩
提
を
訪
れ
た
」
と
あ
る
こ
と
や
、
石
柱
法
救
〔
デ
リ
i

・
ト
l
プ
ラ

l
〕
の
第
七
章
で
諸
宗
数
の
筆
頭
に
サ
ン
ガ
〔
例
数
俗
図
〕

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
刻
文
の
な
か
で
、
明
ら
か
に
寄
進
銘
と
み
な
し
う
る
の
は
ル
ン
ミ
ン
デ
l
イ
l
の
小
石
桂
法
敷
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
は
っ
き
の
と

お
り
で
あ
る
。

(
4〉

〔
ル
ン
ミ
ン
デ
l
イ
l
法
敷
〕
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(
5
)
 

天
愛
喜
見
王
は
、
濯
頂
二
十
年
に
、
自
ら
こ
こ
に
来
て
祭
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
こ
で
併
陀
樟
迦
牟
尼
が
生
誕
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
石
柵
を
設
営
せ
し
め
、
石
柱
を
建
立
せ
し
め
た
。
〔
こ
れ
は
〕
こ
こ
で
世
傘
が
生
誕
さ
れ
た
こ
と
を
〔
記
念
す
る
た
め
で
あ
る
〕
。
ル
ン

ピ
ニ
l
村
は
租
税
を
兎
ぜ
ら
れ
、
ま
た
、
〔
生
産
の
〕
八
分
の
一
の
み
を
支
梯
う
も
の
と
せ
ら
る
。

こ
の
刻
文
に
は
、
石
柵

・
石
桂
の
寄
進
と
菟
税

・
減
税
の
特
別
措
置
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
聖
所
に
劃
す
る
こ
の
よ
う
な
特
典
付
輿
の
記
録

は
、
後
世
の
王
た
ち
に
よ
っ
て
も
蔑
さ
れ
、
珍
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
後
世
の
王
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
行
痛
は
ア
シ
ョ

l
カ
の
そ
れ
を
員
似

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
が
事
質
な
ら
ば
、
ル
ン
ミ
ン
デ
l
イ
I
法
救
〈
あ
る
い
は
こ
の
種
の
他
の
法
救
)
は
か
れ
ら
に
寄
進

の
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
特
筆
、に
債
す
る
と
い
え
よ
う
。

(
た
だ
し
、
岩
石
に
法
救
を
刻
む
ア
イ
デ
ア
は
、
ア
シ
ョ
l
カ
自
身
、
そ
れ
を
ア
ケ

メ
ネ
ス
朝
の
諸
王
の
摩
崖
刻
文
か
ら
得
た
と
い
わ
れ
る
。
)



一方、

す
な
わ
ち
、

サ

l
ル
ナ
l
ト、

コ
l
サ
ン
ピ

ア
シ
ョ

l
カ
刻
文
は
後
世
の
王
た
ち
の
寄
進
銘
が
も
た
な
い
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

ー
、
サ
l
ン
チ
l
の
小
石
柱
法
敷
は
王
が
併
数
に
劃
し
て
抱
い
た
関
心
が
表
面
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
い
ま
サ
1
ル

ナ
1
ト
の
法
敷
に
代
表
さ
せ
て
、
そ
の
文
を
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

(

6

)

 

〔サ
I
ル
ナ
l
ト
法
敷
〕

天
〔
愛
〕
:
:
:
パ

l
タ
〔
リ
プ
ト
ラ
に
お
け
る
〕
:
:
:
。
誰
に
よ
っ
て
も
、

借
伽
を
破
っ

比
丘
あ
る
い
は
比
丘
尼

に
し
て
借
伽
を
破
つ
も
の
は
、
白
衣
を
着
せ
し
め
て
、
住
慮
(
精
舎
)
で
な
い
所
に
住
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
、
こ
の

〔
て
は
な
ら
な
い
〕
。

法
敷
は
、
比
丘
倫
伽
と
比
丘
尼
僧
伽
に
お
い
て
、
告
知
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
愛
は
か
よ
う
に
告
げ
る
。

こ
れ
と
同
じ
法
教
の
寓
し
一
逼
を
、
役
所
に
預
っ
て
、
卿
等
の
て
も
と
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
じ
法
敷
の
寓

- 89一

し
一
通
を
、
優
婆
塞
の
て
も
と
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
、
こ
れ
ら
の
優
婆
塞
は
布
薩
日
ご
と
に
規
則
た
だ
し
く
、

こ
の
数
教
が
〔
貧
行
さ
れ
て
い
る
か
を
〕
確
認
す
る
た
め
に
、
布
薩
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
大
官
も
こ
の
数
款
が

〔貫
行
さ
れ

ま
た
知
る
た
め
に
、
布
薩
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
い
る
か
〕
を
確
認
す
る
た
め
に
、

卿
等
の
〔
管
轄
す
る
〕
地
方
が
贋
が
る
か
ぎ
り
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
、
卿
等
は
こ
の
〔
法
敷
の
〕
文
に
従
っ
て
、

渡
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
し
て
、
す
べ
て
の
城
塞
あ
る
地
域
に
お
い
て
、
こ
の
〔
法
敷
の
〕
文
に
従
っ
て
、

〔
巡
察
に
官
吏
を
〕
出

〔巡
察
に
官

吏
を
〕
出
渡
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

89 

こ
れ
は
王
が
サ
ン
ガ
の
成
員
に
劣
ら
ぬ
関
心
を
も
っ
て
サ
ン
ガ
の
健
全
な
存
績
を
思
ん
ば
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ

の
黙
で
、

後
世
の
王
た
ち
と
一
線
を
重
す
る
。
バ
ン
ダ
ル
カ
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
ア
シ
ョ

l
カ
は
併
数
の
単
な
る
保
護
者
だ
っ
た
の
で
は
な
く
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(
7〉

停
道
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。L

一
方
、
タ
1
パ
ル
女
史
は
、
こ
の
法
救
は
ア
シ
ョ

l
カ
の
不
寛
容
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
否
定
的
な
評
債
を
下
す
。

「
ア
シ
ョ

l
カ
王
の
碑

文
に
は
二
種
類
あ
る
。
小
さ
い
方
の
グ
ル
ー
プ
は
、
在
俗
信
者
と
し
て
の
王
が
、
彼
の
数
舎
で
あ
る
傍
数
サ
ン
ガ

〔数
園
〕
に
針
し
て

護
し
た

宣
言
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
彼
自
身
の
併
数
へ
の
入
信
、
お
よ
び
彼
と
サ
ン
ガ
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

聞
か
れ
る
盤
は
、
異
な
っ
た
見
解
に
射
し
て
不
寛
容
な
、
完
全
に
凝
り
固
ま
っ
た
信
者
の
撃
で
あ
る
。

こ
れ
は
例
え
ば
、
見
解
を
異
に
す
る
信

ハ
8
)

と
き
っ
ぱ
り
告
げ
る

一
簡
に
示
さ
れ
て
い
る
。
L

女
史
は

や
尼
僧
は
数
回
か
ら
追
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

「
二
種
類
の
碑
文
」

い
ほ
う
(
す
な
わ
ち
際
崖
法
救
)
の
そ
れ
を
王
の
震
政
者
と
し
て
の
健
全
な
思
想
を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
債
し
、

の
う
ち
大
き

小
さ
い
ほ
う
〈
小
康
崖
法

救
、
小
石
柱
法
救
)
の
そ
れ
を
王
の
晩
年
の
狂
信
的
な
思
想
を
示
す
も
の
と
し
て
低
く
評
債
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
後
者
に
は
、

宗
数
に

射
す
る
政
治
権
力
の
多
少
常
軌
を
逸
し
た
介
入
ぶ
り
が
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ア
シ
ョ

1
カ
は
併
数
経
典
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
、

カ
ル
カ
ッ
タ
・
パ
イ
ラ
1
ト
の
法
敷
〔
小
摩
崖
法
救
〕
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
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の
法
教
は
バ
イ
ラ
l
ト
と
い
う
町
の
近
く
の
丘
で
護
見
さ
れ
、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ア
ジ
ア
協
舎
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
護
見
地
に
は
信
院
の
跡
が

(
9〉

見
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
法
教
に
お
い
て
王
が
呼
び
か
け
て
い
る
相
手
は
こ
の
借
院
の
信
侶
で
あ
ろ
う
。
ア
シ
ョ

l
カ
は
、
経
典
に
深
い
関
心

(

山

山

)

を
寄
せ
た
篤
政
者
と
し
て
、
三
数
義
疏
を
著
し
た
聖
徳
太
子
に
比
し
う
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
法
敷
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〈

日

)

〔
カ
ル
カ
ッ
タ
・
パ
イ
ラ
l
ト
法
敷
〕

マ
ガ
ダ
の
喜
見
王
は
、
借
伽
に
敬
雄
し
て
、
病
な
く
安
穏
に
わ
た
ら
せ
ら
れ
る
か
を
問
う
。

諸
の
大
徳
よ
、
諸
師
は
傍
・
法
・
信
に
封
す
る
私
の
傘
敬
と
信
仰
が
い
か
に
〔
大
き
い
か
〕
を
知
っ
て
い
る
。
諸
の
大
徳
よ
、
世
隼

・
併

陀
に
よ
っ
て
設
か
れ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
善
説
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
の
大
徳
よ
、
私
は
「
か
よ
う
に
し
て
正
法
は
永
績
す
る
で
あ

ろ
う
」
と
考
え
て
、
次
の
こ
と
を
敢
て
宣
す
る
。
諸
の
大
徳
よ
、
こ
れ
ら
の
法
門
は
、



ヴ
ィ
ナ
ヤ
に
お
け
る
最
勝
の
数
え

聖
な
る
系
譜
(
ま
た
は
聖
住
〉

未
来
の
怖
畏

聖
者
の
偏

寂
歎
行
の
経

ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
の
問

妄
語
に
閲
し
て
、
世
傘
・
傍
陀
に
よ
っ
て
設
か
れ
た
ラ
I
フ
ラ
に
劃
す
る
数
誠

で
あ
る
。

諸
の
大
徳
よ
、
私
は
、
多
く
の
比
丘
衆
と
比
丘
尼
ら
が
、

こ
れ
ら
の
法
門
を
聴
聞
し
て
思
念
す
る
よ
う
に
と
、
願
う
。
優
婆
塞
や
優
婆
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夷
も
ま
た
か
よ
う
に
〔
な
す
こ
と
を
願
う
〕
。

諸
の
大
徳
よ
、
私
は
こ
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
私
の
所
願
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
こ
れ
を
銘
刻
せ
し
め
る
。

か
れ
が
園
民
全

世
を
劉
象
に
襲
布
し
た
他
の
法
教
を
見
る
こ
と
も
役
立
つ
。
王
は
イ
ン
ド
の
十
数
箇
所
以
上
の
土
地
に
ほ
ぼ
共
通
の
内
容
を
も
っ
法
教
〈
小
摩

以
上
が
、

ア
シ
ョ

l
カ
が
例
数
に
直
接
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
法
教
で
あ
る
が
、

か
れ
と
併
数
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、

崖
法
敷
)
を
刻
ま
せ
た
。

つ
ぎ
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。

〈

ロ

)

小
摩
崖
法
敷

天
愛
は
か
よ
う
に
告
げ
る
。

91 

二
年
半
有
能
の
あ
い
だ
、
私
は
優
婆
塞
で
あ
っ
た
が
、

一
年
の
あ
い
だ
は
、
熱
心
に
精
勤
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

〔
次
の
〕
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一
年
有
能
の
あ
い
だ
、
私
は
借
伽
に
赴
い
て
、
熱
心
に
精
勤
し
た
。
そ
の
期
間
に
、
閣
浮
提
に
お
い
て
諸
天
と
交
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

人
び
と
は
、
今
や
諸
天
と
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
精
勤
の
果
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

じ
つ
に
、
こ
れ
は
高
級
の

階
層
に
よ
っ
て
達
成
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

(

日

〉

山
崎
元
一
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
小
摩
崖
法
救
こ
そ
王
が
最
初
に
刻
ま
せ
た
法
款
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
敷
は
併
数
徒
と
し
て
の

信
仰
告
白
と
民
衆
へ
の
道
徳
宣
布
か
ら
な
る
が
、
同
じ
く
山
崎
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
後
半
部
分
が
併
数
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
ダ
ル
マ

の
政
治
と

(

M

)

 

し
て
領
内
の
民
衆
に
宣
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
が
摩
崖
法
救
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、
摩
崖
法
教
に
お
け
る
王
と
併
数
と
の
関
わ
り
を
見
て
お
こ
う
。
摩
崖
法
款
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
直
接
併
数
を
宣
俸
す

る
よ
う
な
表
現
は
存
在
し
な
い
。
(
僅
か
に
第
八
章
に
コ
ニ
菩
提
訪
問
」
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
に
は
す
で
に
燭
れ
た
。〉
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ダ

ル
マ
(
法
)
」
と
い
う
言
葉
は
、
け
っ
し
て
併
数
の
法
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

イ
ン
ド
思
想
一

般
に
通
じ
る
概
念
を
表
わ
し
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
問
題
に
な
る
の
が
、
ア
シ
ョ

l
カ
に
、
例
数
を
菅
園
支
配
の
た
め
の
道
具
(
タ
l
パ
ル
女
史
の
い
う
多
民
族
社
曾
開
の

r
F
E
5問

P
2
5

(

日

)

2
B
g
E岡
町
向
円
件
。
『
〉
に
し
よ
う
と
い
う
一意固
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
極
端
な
場
合
、
ア
シ
ョ

l
カ
の
併
数
信
仰
は
み
せ
か
け
で
あ

っ
て
、
政
治
的
な
策
略
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
か
れ
の
卒
和
宣
俸
は
自
ら
お
こ
な
っ
た
征
服
事
業
が
他
人
に
よ
っ
て
繰
り
、返
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
の
技
猪
な
偽
装
工
作
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

タ
l
パ
ル
女
史
は
宗
涯

(
Z
gヨ
合

〔の
5
町
刻
文
〕
)
聞
の
和
合
公

B
雪
印
ヨ
〔
の
H

自
身
〕
〉
を
読
く
大
摩
崖
法
救
第
十
二
章
に
関
し
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
、

全
鎧
の
調
和
の
た
め
に
意
見
の
相
違
を
抑
え
よ
と
い
う
願
望
で
あ
っ
た
。
し
か
し
寛
容
は
、

一意
見
の
相

違
を
公
然
と
表
明
し
、
そ
れ
ら
の
相
違
を
認
め
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
最
も
よ
く
得
ら
れ
る
、
と
論
ず
る
こ
と
も
で
き

ょ
う
。
異
な
っ
た
考
え
を
抑
座
す
る
こ
と
は
、
隠
れ
た
緊
張
を
高
め
る
だ
け
で
あ
る
。
皇
帝
ア
シ
ョ

l
カ
は
、
人
々
が
意
見
の
相
違
が
も
と
で

冷
静
さ
を
失
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
懐
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
彼
は
祭
の
集
い
や
禽
合
を
禁
止
し
た
。
こ
う
し
た
集
舎
は



(
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反
抗
の
出
護
黙
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
禁
止
令
は
政
治
的
一
意
園
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。」

(
傍
貼
は
定

方
に
よ
る
)

し
か
し
、
私
に
は
、

ア
シ
ョ

1
カ
の
行
動
は
純
粋
に
宗
数
的
な
動
機
に
も
と
守
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
の
有
名
な
『
カ
ウ
テ
ィ
リ

ヤ
貫
利
論
』

ハ
イ
ン
ド
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ス
ト
的
論
書
)
が
質
践
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
マ
ウ
リ
ヤ
朝
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば、

ア
シ
ョ

1
カ
が
わ
れ
わ
れ
現
代
の
撃
者
を
も
欺
く
よ
う
な
徹
底
し
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
考
え
方
は
、

ア
シ
ョ

I
カ
が
政
治
的
セ
ン
ス
を
飲
く
と
み
え
る
ほ
ど
の
宗
教
人
で
あ
っ

(

げ

)

(
ム
カ
1
ジ
は
カ
リ
ン
ガ
戦
争
に
制
到
す
る
ア
シ
ョ
1
カ
の
後
悔
を
「
員
正
な
も
の
」

(
m
o
s
z
o)
と
し
て
い
る
。
〉
ア
シ
ョ

l
カ
の

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

政
策
が
か
り
に
一
一帝
園
の
安
定
に
資
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
か
れ
の
「
政
治
的
意
園
」

に
よ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
事
賞
、

マ
ウ
リ
ヤ
帯
園
は
か
れ
の
晩
年
に
は
早
く
も
動
揺
と
衰
退
の
兆
し
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、

(
日
〉

シ
ョ

l
カ
が
完
全
に
有
能
な
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ア
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い
ず
れ
に
し
て
も
、

を
推
し
進
め
た
か
は
、

ア
シ
ョ

1
カ
に
と
っ
て
法

2
E
S目
乙
は
最
高
の
指
導
原
理
と
な
っ
た
。
か
れ
が
い
か
に
自
信
を
も
っ
て
法
の
政
治

か
れ
が
お
こ
な

っ
た
次
の
よ
う
な
一
連
の
改
革
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
法
敷

2
E召
目
立
F

U

F

〔同内包師同
〕
〉
を
銘
刻

し
た
こ
と
(
第
一
章
)
。

鼓
の
響
き

(
H
陣
太
鼓
の
響
き
)(Fo---mrg同
〔
開
削
吉
〕
)
に
代
え
る
に
法
の
響
き

2
E缶百曲・岡
r
o
g
〔同内包印刷
〕
)
を
も
っ

法
大
官

2
Eヨ
B
E
E
r帥自民俗
〔聞
内
包
印
刷
〕
と
い
う
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
役
職
を
新
設
し
た
こ
と
(
第
五
章
)
。

て
し
た
こ
と
(
第
四
章
)
。

娯
祭
の
巡
遊
(
た
と
え
ば
狩
磁

)
(
i
E
Z
a
B
Z
〔国内包
M
M

〕
〉
に
代
え
る

に
法
の
巡
遊
〈
す
な
わ
ち
墓
地
巡
躍

)
2
E召
自
守
u
b
g
〔同色白日
〕
〉
を
も
っ

て

し
た
こ
と
(
第
八
章
)
。

一因
習
的
な
無
意
味
な
儀
式
(
固
ま
E
吉
田
品
己
陶
〔
問
答
凶
〕
)
に
か
わ
っ
て
法
の
儀
式

2
E宮
5
4
5岡曲目白〔
E
E〕
)
を
推

奨
し
た
こ
と
(
第
九
章
)
。

布
施
(
念
口
同

〔日
自
身
〕
)
の
な
か
で
法
の
布
施

2
Z召
日
丹
念

E
〔
2
2副
司
〕
)
こ
そ
最
高
の
布
施
と
宣
揚
し
た
こ
と

〈
第
九
章
〉
。
な
か
ん
づ
く
、
武
力
に
よ
る
征
服
を
捨
て
、
法
に
よ
る
征
服

2
E
g
g
-
i
V
3
〔
E
Z同
刻
文
〕
〉
を
宣
俸
し
た
こ
と
(
第
十
三
章
)
、
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。
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父
母
に
劃
す
る
従
順
〈
第
三
章
、
第
四
章
、
第
十
一
章
、
第
十
三
章
〉
、
数
師
に
射
す
る
従
順
(
第
十
三
章
)
、

人
・
同
僚

・
親
族
に
射
す
る
正
し
い
扱
い
(
第
三
章
、
第
四
章
、
第
十
三
章
〉
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
聖
徳
太
子
の
『
十
七
俊
憲
法
』
第
一
僚

の
精
神
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
二
に
い
わ
く
、
和
を
も
っ
て
貧
し
と
し
、
件
う
こ
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
。
ひ
と
み
な
黛
あ
り
。
ま
た
達
れ

る
も
の
少
な
し
。
こ
こ
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
君
父
に
順
わ
ず
。
ま
た
郷
里
に
遣
う
。
し
か
れ
ど
も
、
上
和
ら
ぎ
、
下
睦
び
て
、
事
を
論
う
に

ア
シ
ョ
l
カ
は
ま
た

朋
友

・
知

諾
う
と
き
は
事
理
お
の
ず
か
ら
逼
ず
。
」

イ
ン
ド
の
王
た
ち
は
概
し
て
非
例
数
徒
に
な
っ
た
。
シ
ュ
ン
ガ
朝
の
王
プ
シ
ュ
ヤ
ミ
ト
ラ
は
併
数
を
迫
害
し
た
と
さ

ア
シ
ョ
l
カ
の
つ
ぎ
に
併
数
へ
の
寄
進
の
記
録
を
残
し
た
の
は
、
非
イ
ン
ド
人
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
人
や
サ
カ
族
の
権
力

者
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
例
は
少
な
く
、
二
人
の
メ
リ
ダ
ル
ケ
(
知
事
)
が
そ
れ
か
と
思
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

(

四

)

(

却

〉

の
名
を
も
ち
、
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
記
り
、
一
人
は
名
が
不
詳
で
、
塔
を
建
て
て
い
る
。
ま
た
、

(

幻

〉

な
く
、
時
の
震
政
者
と
し
て
現
れ
る
例
が
一
つ
あ
る
。

ア
シ

a
1
カ
の
の
ち
、

え
俸
え
ら
れ
て
い
る
。

一
人
は
テ
オ
ド
l
戸
ス

メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
名
が
、
寄
進
者
と
し
て
で
は
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(

担

)

サ
カ
族
は
サ
カ
の
名
と
韓
迦
牟
尼
の
シ
ャ
カ
の
名
の
類
似
に
親
近
感
を
も

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
権
力
者
の

な
か
か
ら
は
、
併
数
に
寄
進
す
る
も
の
が
輩
出
し
た
。
ま
ず
パ
テ
ィ
カ
の
刻
文
を
見
ょ
う。

こ
れ
は
ア
シ
ョ

l
カ
の
死
よ
り
ざ
っ
と
二
百
年
後

サ
カ
族
の
寄
進
銘
は
多
い
。

の
も
の
で
あ
る
。

(

お

)

タ
ク
シ
ラ
出
土
の
パ
テ
ィ
カ
の
寄
進
銘

第
七
十
八
年

(
M
O
N
O
8
5
ι
6、
偉
大
な
る
大
王
モ
ガ
の
(
治
世
の
)
、
パ
ネ
l
モ
ス
月
の
第
五
日
宮
乙
に
、
こ
の
日
に
、

ク
シ

ャ
ハ

ラ
l
タ
族
の
出
で
チ
品
ク
サ
の
線
督
で
あ
る
|
|
名
を
リ
ア
カ
・
ク
ス
カ
ル
と
い
う

|
|
者
の
息
子
パ
テ
ィ
カ
が
タ
ク
シ
ラ
市
に
お
い
て

北
東
の
地
区
1

1
名
を
ク
シ
ェ
ー
マ
と
い
う
ー
ー
に
お
い
て
、
こ
の
地
に
お
い
て
、
パ
テ
ィ
カ
は
い
ま
だ
杷
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
世

字

四
梓
迦
牟
尼
の
遺
骨
を
杷
り
、

ま
た
借
伽
藍
を
(
造
る
)
。

一
切
諸
併
の
供
養
の
た
め
に
、
母
と
父
の
供
養
の
た
め
に
、
線
督
な
ら
び
に
そ
の



息
子
〈
た
ち
)
と
母
の
命
と
力
の
増
大
の
た
め
に
、
ま
た
、
す
べ
て
の
兄
弟
な
ら
び
に
血
縁
・
親
族
・

一
族
の
供
養
の
た
め
に
。
大
布
施

者
パ
テ
ィ
カ
の
王
子
命
令
に
お
い
て
。

こ
の
借
伽
藍
の
造
営
監
督
官
で
あ
る
ロ

l
ヒ
ニ
ミ
ト
ラ
に
よ
っ
て
(
上
記
の
こ
と
が
遂
行
さ
れ
た
)
。

(
M〉

〔
裏
面
〕
パ
テ
ィ
カ
に
。
綿
督
リ
ア
カ
(
よ
り
)
。

こ
の
刻
文
は
パ
テ
ィ
カ
が
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
杷
っ
た
こ
と
(
傍
塔
を
建
て
た
こ
と
)
と
信
伽
藍
を
造
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。

寄
準
の
貧

行
を
記
す
黙
で
ア
シ
ョ

l
カ
の
ル
ン
ミ

ン
デ
l
イ
I
刻
文
と
遁
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、

寄
進
の
動
機
に
は
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
。
ア
シ
ョ

ー

カ
の
動
機
に
は
利
己
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
パ
テ
ィ
カ
の
動
機
に
は
自
分
と
一
族
の
繁
築
の
た
め
に
寄
進
す
る
と
い
う
利
己
心
が
あ

る
。
ア
シ
ョ

l
カ
に
は
併
教
と
の
内
面
的
な
関
わ
り
が
あ
る
が
、
パ
テ
ィ
カ
に
は
そ
れ
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
が
非
イ
ン
ド
人
で
あ
っ

か
れ
が
、
神
は
崇
め
る
が
、
哲
撃
は
歓
く
、
と
い
っ
た
俸
統
の
う
ち
に
育
っ
た
と
す
れ
ば
、

れ
に
と
っ
て
ブ
γ
ダ
が
躍
拝
の
劉
象
と
は
な
っ
て
も
、
人
生
の
師
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
嘗
然
か
も
し
れ
な
い
。

た
こ
と
に
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、

台、
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刻
文
や
、

し
か
し
、
銅
板
に
刻
ま
れ
、
査
に
牧
め
ら
れ
て
塔
の
な
か
に
埋
め
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

の
ち
に
見
る
ナ
1
シ
ク
の
刻
文
と
違
っ
て
、
衆
目
に
ふ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
パ
テ
ィ
カ
が
塔
や
伽

藍
を
つ
く
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
的
権
威
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
一
意
一
園
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
野
心
は
小
さ
か
っ
た
ろ
う
。
か
れ
が
い
ま
だ
王
子
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
推
定
を
支
持
す
る
だ
ろ
う。

(

お

〉

パ
テ
ィ
カ
の
名
は
マ
ト
ラ
l
獅
子
柱
頭
の
刻
文
に
再
出
す
る
。
こ
の
刻
文
で
は
王
子
パ
テ
ィ
カ
が
大
線
督
ク

ス
ル
ア

・
パ
テ
ィ
カ
ハ
自
白

E
r・

こ
の
刻
文
は
、

ア
シ
ョ

l
カ
の

認
可

2
8
ω
-
2
2
-
E
E
Z
E
S
E〉
と
な
っ
て
登
場
す
る
。
こ
の
刻
文
自
践
は
マ
ト
ラ
1
の
大
総
督
ラ
ジ

ュ
ラ
の
妃
で
あ
る
ア
ヤ
シ
ア

・
カ
ム
イ

ア
(
こ
の
人
名
復
元
は
コ
ノ
ウ
に
よ
る
)
が
お
こ
な
っ
た
搭
と
信
院
の
寄
進
と
、
大
線
督
ラ
ジ
ュ
ラ
の
息
子
で
あ
る
線
督
シ
ュ
ダ
サ
が
お
こ
な
っ

た

土
地
の
寄
進
と
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
「
大
線
督
ク
ス
ル
ア
・
パ
テ
ィ
カ
の
供
養
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
や
、

95 

二
切
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サ
カ
の
土
地
の
供
養
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
が
刻
ま
れ
、

サ
カ
族
の
圏
結
心
の
強
さ
が
窺
わ
れ
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
刻
文
も
人
に
讃
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
。
柱
頭
の
全
面
に
わ
た
っ
て
刻
ま
れ
た
文
字

は
、
桂
頭
を
柱
に
取
り
附
け
た
と
き
は
、
大
部
分
は
取
り
附
け
部
位
の
蔭
に
隠
れ
て
し
ま
う
。
外
に
現
れ
る
文
字
で
す
ら
地
上
か
ら
は
高
す
ぎ

て
讃
み
と
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
刻
文
は
、
人
々
へ
の
宣
俸
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
紳
へ
の
誼
し
の
意
味
を
も
っ
て

い
た
。
こ
の
貼
、
パ
テ
ィ
カ
の
刻
文
と
護
想
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

つ
ぎ
の
刻
文
も
同
じ
系
列
に
属
す
る
が
、
傍
数
の
理
解
の
深
ま
り
を
示
し
て
い
る
。
刻
文
中
に
「
ク
ユ

ラ
・
カ
タ
プ
シ
ャ
の
息
子
な
る
サ
ダ

シ
ュ
カ
ノ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

ク
ユ
ラ

・
カ
タ
プ
シ
ャ
が
ク
シ
ャ

l
ナ
王
朝
の
ク
ジ
ュ

l
ラ
・
カ
ド
ピ
セ
ス
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
息
子
(
サ
ダ
シ
ュ
カ
ノ
〉
が
在
位
し
て
い
た
こ
の
時
代
は
、
西
暦

一
世
紀
後
半
ご
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

セ
l
ナ
ヴ
ァ
ル

マ
は
サ
ダ

シ
ュ
カ
ノ
を
綿
主
と
す
る
地
方
的
な
支
配
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
紙
数
に
制
限
が
あ
る
の
で
、
主
要
な
部
分
を
抜
粋
す
る
。

(
m
m
)
 

ス
ワ
l
ト
出
土
の
セ

1
ナ
ヴ
ア
ル
マ
の
寄
進
銘
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高
貴
な
る
集
圏
、
苦
行
の
集
圏
、
党
行
の
集
圏
で
あ
る
南
サ
ン
ガ
(
比
丘
サ
ン
ガ
、
比
丘
尼
サ
ン
ガ
)
、

よ
く
和
合
し
て
、

か
の
美
し
い
ス
ト

-
パ
を
守
護
す
る
(
こ
の
サ
ン
ガ
〉
の
足
に
頭
を
つ
け
て
か
れ
は
挨
拶
す
る
。

オ

1
デ
ィ
王
な
る
君
主
、
人
民
の
主
セ

l
ナ
ヴ
ア
ル
マ
は

告
知
す
る
。

か
の
世
傘
、
超
人
、
第
一
人
者
、
象
玉
、
偉
大
な
陵
商
長
、
法
に
よ
っ
て
至
る
所
で
最
高
の
力
を
得
、
汚
れ
を
消
し
去
っ
た
方
。
無
慮

長
期
数
百
千
カ
ル
パ
に
わ
た
る
善
根
に
よ
っ
て
一
切
の
目
的
を
達
成
し
た
方
、

貧
欲

・
怒
り
・
無
知
を
滅
し
た
方
、

一
切
の
煩
悩
、

怠、

惰
・
不
浄
心
・
退
腹
心
・
不
徳
心
・
執
着
心
を
捨
て
さ
っ
た
方
、
あ
ら
ゆ
る
善
法
に
よ
っ
て
紳
逼
(
を
身
に
つ
け
)
輝
・
力
・
解
脱
・
三

昧
・
等
至
(
「
十
力
」
に
含
ま
れ
る
項
目
)
を
身
に
つ
け
た
方
、
の
遺
骨
を
私
は
安
置
す
る
。



大
王
、

王
の
玉
、
神
の
子
に
し
て
、

ク
ユ
ラ
・
カ
タ
プ
シ
ャ
の
息
子
な
る
サ
ダ
シ
ュ
カ
ノ
は
、
査
察
官
で
王
族
の
ス
ハ
ソ
l
マ
:
:
:
グ

シ
ュ
ラ
カ
た
ち
、

ス
ト
ゥ
ラ
カ
た
ち
と
と
も
に
讃
え
ら
れ
る
。

亡
き
兄
、
オ
1
デ
ィ
王
ヴ
ァ
ル
マ
セ
l
ナ
と
そ
の
健
在
の
王
子
ア
ジ
タ
ヴ
ア
ル
マ
お
よ
び
ア
l
リ
ヤ
セ

1
ナ
は
讃
え
ら
れ
る
。

バ
ド
ゥ
ラ
セ
l
ナ
王
を
初
め
曾
祖
父
メ
l
デ
ィ
シ
ャ
セ
l
ナ
に
至
る
ま
で
の
イ
シ
品

マ
ホ
王
家
の
生
ま
れ
の
す
べ
て
の
オ
l
デ
ィ
王
は
讃

え
ら
れ
る
。

す
べ
て
の
春
族
は
讃
え
ら
れ
る
。

舎
利
奉
献
は
ラ
リ
ア
の
息
子
、

王
族
サ
ン
ガ
ミ
ト
ラ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
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サ
チ
ャ
カ
の
息
子
、

地
方
長
官
シ
ャ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
。

。
フ
レ
ア
の
息
子
、
:
:
:
バ
ヴ
ェ

l
サ
ラ
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た
。

十
四

(
H
C
年
。

君
主
セ
l
ナ
ヴ
ア
ル
マ
の
年
、
:
:
:
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ナ
月
の
八
(
∞
)
目
。

ま
た
、
こ
の
黄
金
板
は
マ
カ
ダ
カ
の
息
子
、
居
士
ヴ
ア
リ
ア
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
。

銘
文
は
難
解
で
あ
る
が
、
次
の
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
族
の
幸
せ
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
併
数
と
の
関
わ
り
は
外
面
的
で

あ
る
こ
と
、
た
だ
し
、
併
数
数
義
の
知
識
は
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
刻
文
を
作
成
し
た
者
は
王
族
の
サ
ン
ガ
ミ
ト
ラ
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
王
族

か
ら
併
数
に
ゆ
か
り
の
あ
る
名
を
も
ち
、
お
そ
ら
く
出
家
し
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
人
物
が
現
れ
た
こ
と
、

刻
文
は
金
の
板
に
刻
ま
れ
、
人
目

に
ふ
れ
ず
に
埋
約
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

97 
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つ
ぎ
の
刻
文
も
サ
カ
の
王
侯
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
王
侯
は
ウ
シ
ャ
ヴ
ァ
ダ
l
タ
〈
西
紀
二
世
紀
前
半
)
と
い
い
、
線
督
ナ

ハ
パ
l
ナ
の
女
婿

い
ま
だ
権
力
の
座
に

つ
い
て
い
な
い
と
い
う
黙
で
王
子
時
代
の
パ

テ
ィ
カ
と
類
似
の
立
場
に
あ
っ

た
。
し
か
し
、
か
れ
の
刻

文
は
窟
院
の
入
口
に
刻
ま
れ
、
明
ら
か
に
宣
俸
を
意
圃
し
て
い
る
黙
で
、
従
来
の
サ
カ
族
の
寄
進
銘
と
異
な
る
。
ま
た
、
内
容
か
ら
み
る
と
、

か
れ
は
信
仰
心
そ
っ
ち
の
け
で
、
自
分
の
業
績
の
宣
俸
に
努
め
て
い
る
。

で
あ
っ
た
か
ら
、

(

幻

〉

ナ
l
シ
ク
第
八
窟
の
ウ
シ
+
ヴ
ァ
ダ
I
タ
の
寄
進
銘

成
就
あ
れ
。
ク
シ
ャ
ハ
ラ
l
タ

・
ク
シ

ャ
ト
ラ
パ
で
あ
る

ナ
ハ
パ
l
ナ
王
の
女
婿
、

デ
ィ

l
=
l
カ
の
息
子
、

ウ
シ
ャ
ヴ

ァ
ダ
l
夕
、

か
つ
て
)
三
十
高
頭
の
牛
を
寄
進
し
、

パ
ー
ル
ナ
l
サ
l
川
に

ス
ヴ
ァ

ル
ナ
ダ
l
ナ
霊
浴
場
を
造
り
、
神
々
お
よ
び
バ

ラ

モ
ン
た
ち
に
一
六
の
村
を
寄
進
し
、
毎
年
十
蔦
の
バ
ラ
モ
ン
に
食
を
供
給
し
、
プ

ラ
バ

l
サ
の
。
功
徳
の
霊
浴
場
。
に
お
い
て
バ
ラ
モ
ン

(
す
な
わ
ち
、

と
し
て
施
輿
し
、
園
林
・
池
・
井
戸
を
造
り
、

イ
パ

l

・
パ
ー
ラ
ー
ダ
l

・
ダ
マ

ナ
・
タ
l
ピ
l

・
カ
ラ
ベ

l
ナ
l

・
ダ
l
ハ
ヌ
カ
l

- 98ー

た
ち
に
八
人
の
妻
を
施
輿
し
、
バ

ル
カ
ッ
チ
ャ
・

ダ
シ
ャ
プ
ラ

・ゴ

l
ヴ
ァ
ル
ダ
ナ

・
シ
ョ
ー
ル
パ
l
ラ
ガ
に
四
室
っ
き
建
物
を
休
息
所

ま
た
こ
れ
ら
の
川
の
南
岸
に
舎
堂
と
水
飲
み
場
を
造
り
、
ピ

l
ン
デ
ィ

ー

タ
カ
l
ヴ
ァ
ダ
・
ゴ

1
ヴ
ァ
ル
ダ
ナ
・
ス
ヴ
ァ
ル
ナ
ム

カ

・
シ
ョ
ー
ル
パ
l
ラ
ガ
(
等
の
地
の
)
。
ラ
l
マ
の
霊
浴
場
+
に
お
け
る
遊
行
者

(
等
の
諸
川
に
〉
ま
え
よ
り
も
一

層
神
聖
な
渡
し
船
を
造
り
、

(
チ
ャ
ラ
カ
〉
の
集
舎
の
た
め
に
ナ
l
ナ
ン
ゴ
ラ
村
に
三
蔦
二
千
の
コ
コ
榔
子
を
施
興
し
た

(
こ
の
ウ
シ
ャ
ヴ
ァ
ダ
l
タ
が、

い
ま
〉

法

の
こ
こ
ろ
を
抱
い
て
ゴ

l
ヴ
ァ
ル
ダ
ナ
の
ト
リ
ラ
シ
ュ
ミ
山
に
こ
の
窟
院
と
こ
の
水
槽
と
を
造
る
。

ま
た
主
上
(
ナ

ハ
パ
l
ナ
〉
の
命
に
よ
り
私
は
雨
季
に
、
マ
l
ラ
ヤ
族
に
包
園
さ
れ
た
ウ
タ
マ
バ
ド
ラ
を
解
放
す
べ
く
赴
い
た
。
す
る
と
か

れ
ら
マ

l
ラ
ヤ
族
は
(
わ
が
軍
の
)
い
わ
ば
咽
肌
の
ま
え
に
敗
走
し
、

み
な
、
ウ
タ
マ

バ
ド
ラ
た
ち
ク
シ
ャ

ト
リ
ヤ
の
捕
虜
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
私
は
ポ
l
ク
シ
ャ
ラ
l
-
に
趣
き
、
私
は
そ
こ
で
潅
頂
を
お
こ
な
い
、

ま
た
三
高
の
牛
と
村
と
を
施
興
し
た
。

ま
た
か
れ
ハ
ウ
シ
ャ
ヴ
ア
ダ
l
タ
)
は
ヴ
ァ
l
ラ
I
ハ
女
の
息
子
の
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ブ

1
テ
ィ・

バ
ラ
モ
ン
の
手
か
ら
四
千
(
8
0
0
〉
カ
l
ハ
l



パ
ナ
の
値
段
で
買
取
っ
た
土
地
を
施
興
し
た
。
そ
れ
は
か
れ
の
父
つ
ア
ィ
I
ニ
l
カ
)
に
属
す
る
町
の
境
界
(
内
〉

の
北
西
の
方
向
に
あ

る
。
こ
れ
は
私
の
窟
院
に
止
住
す
る
四
方
比
丘
信
伽
の
食
料
確
保
に
あ
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ウ
シ
ャ
ヴ
ァ
ダ
l
タ
が
宗
教
を
自
分
の
た
め
に
利
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
は
併
数
窟
院
の
寄
進
銘
に
、

か
れ
が

か
つ
て
バ
ラ
モ
ン
教
に
封
し
て
お
こ
な
っ
た
寄
進
の
数
々
を
記
し
て
い
る
。
か
れ
に
と
っ
て
は
、
宗
数
の
数
義
は
重
要
で
は
な
い
。
そ
の
態
度

は
紳
併
を
混
浴
す
る
日
本
人
の
態
度
に
逼
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
か
れ
は
ま
た
寄
進
銘
の
最
後
に
願
文
す
ら
残
し
て
い
な
い
。
(
こ
れ
は
か
れ
の

(

お

)

も
う
一
つ
の
刻
文
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
)
文
面
に
は
サ
ン
ガ
に
劃
す
る
傘
敬
の
念
よ
り
も
、
保
護
者
と
し
て
の
騎
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
か
れ
の

サ
ン
ガ
に
寄
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
彼
方
に
あ
る
併
の
力
を
頼
む
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で

眼
中
に
あ
る
も
の
は
、

サ
ン
ガ
の
力
よ
り
も
、

あ
る
。わ

れ
わ
れ
は
す
で
に
多
く
の
サ
カ
族
の
寄
進
銘
を
み
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
サ
カ
族
の
圏
結
心
に
加
え
て
、
鎮
護
園
家
の
思
想
を
譲
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
は
、
中
村
元
氏
の
次
の
言
葉
に
私
は
つ
け
加
え
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
。
「
普
遍
的

宗
教
が
特
定
園
家
に
射
し
て
宗
教
的
な
加
護
を
加
え
る
と
い
う
思
想
は
か
な
り
古
く
か
ら
現
わ
れ
て
い
る
思
想
で
あ
る
。
西
北
イ
ン
ド
で
は
西

紀
前
一
・
二
世
紀
の
頃
に
サ
カ
族
お
よ
び
パ
ル
チ
ア
族
の
圏
内
に
は
、
園
家
(
円
阻
害
防
)
の
安
寧
あ
る
い
は
王
侯
一

族
の
幸
一
帽
を
祈
っ
て
寺
院

を
、
あ
る
い
は
寺
院
に
何
も
の
か
を
、
寄
進
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
思
想
が
の
ち
に
大
乗
経
典
、
殊
に

『
金
光
明

経
』
や
『
仁
王
般
若
経
』
で
表
明
さ
れ
、
つ
守
つ
い
て
シ
ナ
で
重
要
視
さ
れ
、
日
本
で
は
つ
い
に
傍
数
に
よ
る
「
鎮
護
園
家
」
の
思
想
を
成
立
せ

〈

m
U
)

し
め
る
に
至
っ
た
。
」
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以
上
、

サ
カ
族
の
寄
進
銘
を
み
て
き
た
が
、

ふ
た
た
び
イ
ン
ド
土
着
の
王
朝
の
そ
れ
に
目
を
轄
じ
よ
う
。

次
の
刻
文
は
ア
ン
ド
ラ
王
朝
(
サ

99 

ー
タ
ヴ
ァ
l
ハ
ナ
王
朝
〉
の
太
后
パ
ラ
シ
リ

l
が、

息
子
ゴ

l
タ
ミ
l
プ
ト
ラ
王
の
業
績
を
讃
え
つ
つ
、
孫
の
シ
リ
・
プ
ル
マ

l
イ
王
の
治
世
下
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〈
西
紀
二
世
紀
中
頃
)
に
お
こ
な
っ
た
例
数
サ
ン
ガ
へ
の
窟
院
の
寄
進
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
。
刻
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
英
士
エ
ゴ

l
タ
ミ
1

プ
ト
ラ
王
は
サ
カ
族
を
打
ち
破
っ
た
。
お
そ
ら
く
ウ
シ
ャ
ヴ
ァ
ダ
l
タ
か
ら
ナ
l
シ
ク
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。

(

初

)

ナ
l
シ
ク
第
三
窟
の
太
后
パ
ラ
シ
リ
!
の
寄
進
銘

成
就
あ
れ
。
ヴ

ァ
1
シ
タ
族
の
女
の
息
子
で
あ
る
シ
リ

・
プ
ル
マ

l
イ
王
の
十
九

(
H
S
年、

夏
期
の
第
二
(
N

〉中十
月
、
第
十
三
公
ω
)

日

王
の
王
で
あ
り
、

ゴ
l
タ
マ
族
の
女
の
息
子
で
あ
り
、

ヒ
マ
ヴ
ァ

タ

・
メ
1
ル

・
マ
ン
ダ
ラ
山
に
等
し
く
堅
固
で
あ
り
、

ア
シ

カ

・
ア
サ
カ

・
ム
ラ
カ

・
ス
ラ
タ

・
ク
ク
ラ
・
ア
パ
ラ
ン
タ

・
ア
ヌ
パ

・
ヴ
ィ
ダ
パ

・
ア
1
カ
ラ
l

・
ア
ヴ
ァ

チ
の
王
で
あ
り
、

ヴ
ィ
ジ

ャ
・
チ
ャ
ヴ
ァ
タ

・
パ
リ
ヴ
ァ

l
タ

・
サ
ヒ
ヤ

・
カ
ン
ハ
ギ
リ
・
マ
チ
ャ

・
シ
リ
タ
ナ

・
マ
ラ
ヤ

・
マ
ヒ
ダ

・
セ
l
タ
ギ
リ
・
チ
ャ
コ

l

ラ
山
の
主
で
あ
り
、

一
切
の
王
と
世
界
を
し
て
命
に
従
わ
せ
、

日
光
に
輝
く
汚
れ
な
き
蓮
華
の
援
の
顔
を
も
ち
、
三
つ
の
海
の
水
を
そ
の

-100一

軍
勢
に
飲
ま
せ
、
満
月
の
面
の
よ
う
に
明
る
く
美
し
い
貌
を
し
、
象
の
王
者
の
歩
み
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
歩
み
を
し
、
蛇
王
の
頬
の
よ

う
に
太
く
、
九
く
、
鹿
く
、
長
い
腕
を
も
ち
、
無
畏
の
水
を
施
し
て
濡
れ
る
、
恐
れ
を
知
ら
ぬ
手
を
も
ち
、
常
に
母
の
言
葉
を
聞
こ
う
と

し
、
人
生
三
目
的
の
貫
践
に
闘
し
て
は
時
と
所
を
よ
く
排
え
、
幸
不
幸
を
市
民
と
の
こ
り
な
く
分
か
ち
合
い
、
ク

シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
倣
慢
と

慢
心
を
打
ち
砕
き
、

サ
カ

・
ヤ
ヴ
ァ
ナ

・
パ
ラ
ヴ
ァ
を
撃
破
し、

正
し
く
集
め
た
税
を
正
し
く
使
用
し
、

生
き
物
の
い
の
ち
は
反
凱
を
起

こ
し
た
敵
か
ら
で
す
ら
も
奪
う
こ
と
を
喜
ば
ず
、

再
生
族
な
ら
び
に
低
層
階
紐
の
家
族
を
繁
栄
さ

せ
、

ク
シ

ャ
ハ
ラ
l
タ
家
を
滅
亡
さ

せ
、
サ
l
タ
ヴ
ァ

1
ハ
ナ
家
の
名
血
管
を
回
復
し
、
そ
の
足
に
全
世
界
か
ら
挨
拶
を
受
け
、
凱
れ
た
四
姓
を
正
し
、
無
数
の
戦
い
で
敵
軍
を

破
り
、
勝
利
の
旗
は
破
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
都
は
敵
軍
に
攻
撃
さ
れ
が
た
く
、
先
祖
よ
り
代
々
受
け
継
ぐ
と
こ
ろ
の
多
く
の

稽
読
を
も

ち
、
聖
典
の
蓄
積
所
で
あ
り
、
正
義
の
人
の
庇
護
所
で
あ
り
、
一
帽
の
滞
在
所
で
あ
り
、
瞳
儀
の
護
生
所
で
あ
り
、
唯
一
の
賢
者
で
あ
り
、

唯
一
の
弓
手
で
あ
り
、
唯
一
の
英
雄
で
あ
り
、
唯

一
の
バ
ラ
モ
ン
で
あ
り
、
ラ
l
マ
・
ケ
l
シ
ャ
ヴ
ァ
・

ア
ル
ジ

ュ
ナ

・
ピ
l
マ
セ

1
ナ

に
等
し
き
勇
者
で
あ
り
、
祭
日
に
楽
し
く
倫
快
な
集
り
を
催
す
も
の
で
あ
り
、

ナ
バ

l
ガ

・
ナ
フ
サ

・
ジ
ャ
ナ
メ
l
ジ
ャ

ヤ

・
サ
カ
ラ

・



ヤ
ヤ
l
テ
ィ
・
ラ
1
7
・
ア
バ
リ
l
サ
に
等
し
い
威
光
を
も
ち
、
パ
ヴ
ァ
ナ
・
ガ
ル
ラ
・
シ
ダ
・
ヤ
カ
・
ラ
カ
サ
・
ヴ
ィ
ジ
ャ

1
ダ
ラ
・

ブ

l
タ
・
ガ
ダ
ヴ
ァ
・
チ
ャ

1
ラ
ナ
・
月
・
太
陽
・
星
宿
・
惑
星
な
ど
が
加
わ
る

(
0
・
)
敷
し
れ
ぬ
、

永
遠
に
(
語
り
つ
が
れ
る
)
、

想

像
を
絶
す
る
、
驚
嘆
す
べ
き
戟
さ
の
先
頭
に
立
っ
て
敵
軍
を
う
ち
破
り
、
優
れ
た
象
の
肩
か
ら
空
中
へ
跳
び
(
?
〉
、
王
家
の
繁
築
を
増
大

せ
し
め
た
(
ゴ

l
タ
ミ
l
プ
ト
ラ
・
)
シ
リ
・
サ
l
タ
カ
ニ
。
(
そ
の
〉
母
、

ゴ

l
タ
マ
族
の
出
で
あ
り
、

員
貫
の
言
葉
・
布
施
・

忍
耐
・
不

殺
生
を
喜
び
、
苦
行
・
抑
制

・
克
己
・
断
食
に
身
を
さ
さ
げ、

王
仙
の
妻
の
名
に
少
し
も
恥
じ
ぬ
よ
う
に
生
活
す
る
太
后
パ
ラ
シ
リ
ー
が

寄

進

を

お

こ

な

う

。

優

れ

た

宮

殿

に

似

た

あ

で

や

か

さ

(

?

)
を
も
っ
窟

カ
イ
ラ
l
サ
山
の
頂
上
に
似
た
ト
リ
ラ
シ
ュ
ミ
山
の
頂
上
の
、

院
を
。
こ
の
窟
院
を
大
王
の
母
で
あ
り
、
大
王
の
租
母
で
あ
る
太
后
は
、
バ
ド
ラ
ヤ
l
-
一l
ヤ
汲
の
比
丘
信
伽
の
衆
に
輿
え
る
。
ま
た
父

母
の
功
徳
の
橋
た
る
こ
の
窟
院
の
荘
巌
の
た
め
に
、
貴
き
太
后
へ
の
奉
仕
を
願
い
、

は
、
ト
リ
ラ
シ
み
ミ
山
の
西
南
の
方
に
あ
る
ピ

シ
ャ

l
チ
パ
ダ
カ
村
を
輿
え
る
。

愛
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
孫
(
?
)
で
あ
る
南
園
の
主

(
こ
の
村
か
ら
得
ら
れ
る
〉
全
て
の
種
類
の
特
権
を
放

-101-

棄
し
て
(
?
)
。

意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
刻
文
は
王
の
事
跡
の
宣
俸
に
専
念
す
る
黙
で
、
敵
ウ
シ
ャ
ヴ
ァ
ダ
l
タ
の
刻
文
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
ラ
イ
ヴ

(
む
)

ア
ル
と
い
う
も
の
は
、
内
容
で
は
異
っ
て
も
、
形
式
で
は
影
響
し
あ
う
も
の
ら
し
い
。
同
じ
窟
院
に
あ
る
別
の
刻
文
は
シ
リ

・
プ
ル
マ

1
イ
の

治
世
二
二
年
に
シ
リ
・
プ
ル
マ

l
イ
が

「
王
妃
の
窟
院
に
住
む
メ
ド
ラ
ヤ
l
ニ
l
ヤ
涯
の
比
丘
の
衆
」
に
新
し
い
寄
進
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を

「
苦
行
者
・
世
傘
・
最
勝
者
・
併
陀
に
諦
命
す
る
」
と
あ
っ
て
、
宗
教
心
の
片
鱗
が
み
ら
れ
る
。

記
す
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
に
は

つ
ぎ
の
刻
文
は
ヴ
ァ
l
カ
l
タ
カ
朝
に
仕
え
た
一
大
臣
の
も
の
で
あ
る
。
時
代
は
四
、
五
世
紀
で
、

れ
、
美
文
調
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
王
家
や
自
分
の
業
績
を
誇
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
れ
も
抜
粋
で
示
す
。

サ
ン
ス
ク
リ

v
ト
語
の
韻
文
で
書
か
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(

M

M

)

 

ア
ジ
ャ
ン
タ
第
一
六
窟
の
ハ
ス
テ
ィ
ボ
I
ジ
ャ
の
寄
進
銘
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(
1
〉
三
界
の
罪
の
燃
え
さ
か
る
火
の
消
滅
(
を
説
く
?
)
世
傘
に
敬
雄
し
、
古
え
の
王
の
系
譜
を
わ
た
し
は
語
る
で
あ
ろ
う
。

(
2

)

も
ろ
も
ろ
の
大
戦
争
に
お
い
て
力
を
設
揮
し
、
怒
れ
ば
紳
々
で
す
ら
打
ち
勝
ち
が
た
い
勇
気
を
そ
な
え
、
:
:
:
布
施
の
カ
を
示
し、

再
生
族
で
あ
り
、
地
上
の
輝
き
で
あ
る
、
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ヤ
シ
ャ
ク
テ
ィ
。

(

3

)

イ
ン
ド
ラ
お
よ
び
ヴ
ィ
シ
み
ヌ
に
等
し
い
威
巌
を
そ
な
え
、
己
れ
の
腕
の
勇
気
に
よ
っ
て
一
切
世
界
を
獲
得
し
、
:
:
:
ヴ
ァ

I
カ
i

タ
カ
家
の
旗
印
と
な
っ
た
。

(

4

)

戦
場
に
て
は
己
れ
の
馬
の
掻
き
立
て
る
土
の
煙
で
太
陽
を
覆
い
、
〔
あ
ら
ゆ
る
敵
の
力
を
打
ち
砕
き
、
〕
卒
伏
の
躍
を
な
さ
し
め
た。

(
5
〉
敵
を
征
服
し
、
紳
の
王
の
所
作
を
な
し
、
一
隅
徳
の
た
め
に
最
高
の
努
力
を
お
こ
な
っ
た
。

(

6

)

か
れ
の
息
子
は
プ
ラ
ヴ
ァ
ラ
セ
l
ナ
。
敵
王
の
冠
に
附
く
賓
石
の
光
に
よ
っ
て
そ
の
蓮
華
の
ご
と
き
足
は
口
づ
け
を
受
け
る
。
聞
い

た
ば
か
り
の
青
蓮
華
の
ご
と
き
瞳
を
も
っ
光
か
が
や
く
ひ
と
。

(

7

)

プ
ラ
ヴ
ァ
ラ
セ

l
ナ
の
息
子
は
〔
サ
ル
ヴ
ア
〕

セ
l
ナ
。
太
陽
の
光
:
:

一
切
の
敵
軍
を
征
服
し
た
者
。

- 102一

(
8〉
(
か
の
)
王
の
(
息
子
)
プ
リ
テ
ィ
ヴ
ィ

l
シ
ェ

1
ナ
は
ク
ン
タ
ラ
の
王
を
打
ち
破
り
、
:
:
:
法
を
も
っ
て
大
地
を
統
治
し
た
。

(

9

)

か
れ
の
息
子
は
プ
ラ
ヴ
ァ
ラ
セ

I
ナ
ハ
す
な
わ
ち
プ
ラ
ヴ
ア
ラ
セ
l
ナ
二
世
〉
。

卓
越
し
た
、
強
力
な
、
正
し
い
統
治
者
。
卓
越
し
た

。(my---・息子・・・・・・。
か
れ
は
八
才
に
し
て
王
位
に
つ
き
、
正
し
く
統
治
し
た
。

(
日
)
か
れ
の
息
子
は
デ
l
ヴ
ァ
セ
l
ナ
。
王
〔
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
J
地
上
で
は

〔徳
に
お
い
て
比
類
な
い
。
〕
己
れ
の
寛
い
だ
楽
し
み

に
よ
っ
て
:
:
:
(
さ
れ
た
)
紳
の
王
の
:
:
:
。

(
ロ
)
一
幅
徳
の
威
光
よ
り
し
て
(
か
の
〉
王
に
(
大
臣
0
・)

ハ
ス
テ
ィ
ボ
l
ジ
で
が
い
た
。

(
ハ
ス
テ
ィ
ボ
l
ジ
ャ
は
)
徳
の
住
み
か
で
あ

り
、
地
上
に
お
け
る
:
;
:
の
識
で
あ
っ
た
。

(
日
)
(
王
は
)
慶
く
、
厚
い
胸
を
も
ち
、
蓮
華
の
目
を
も
ち
、
〔
敵
方
を
破
滅
さ
せ
た
。
〕
・
:
:
・
呑
象

(
H
愛
情
し
た
雄
象
、
す
な
わ
ち
抗
い
が



た
い
力
を
も
つ
も
の
)
に
似
る
も
の
と
な
っ
た
。

(

M

)

や
さ
し
く
、
行
い
よ
く
、
愛
を
〔
湛
え
〕
、
親
切
で
あ
り
、
従
順
の
う
ち
に
生
き
て
:
:
:
。

(
日
〉
ま
さ
し
く
同
様
に
、
幸
福
と
正
し
き
保
護
と
に
よ
り
世
界
の
利
盆
の
よ
り
所
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
〔
父
の
ご
と
く
〕
、
母
の
ご
と

く
、
友
の
ご
と
く
、
つ
ね
に
親
し
い
者
、
優
し
い
者
と
な
っ
た
。

(
国
〉
:
:
:
自
遁
し
つ
つ
そ
こ
に
導
き
(
?
)
、
王
は
皐
む
が
ま
ま
に
振
る
舞
っ
て
、
楽
し
み
に
専
念
し
た
。

(
日
)
さ
て
、

か
れ
の
息
子
は
ハ
リ
シ
ェ

l
ナ
で
あ
っ
た
。

ハ
リ

(
H
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
)
、
ラ
l
マ、

ハ
ラ

(
H
シ
ヴ
ア
)
、
愛
紳
ハ
H
カ
l

マ
〉
の

よ
う
に
美
し
く
、

ハ
リ
の
勇
猛
さ
で
威
を
放
な
っ
た
。

(
日
)
か
れ
は
ク
ン
タ
ラ
、

ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
、

カ
リ
ン
ガ
、

コ
1
サ
ラ
、
ト
リ
ク
l
夕
、
ラ
I
タ
l
、
ア
ン
ド
ラ
(
を
征
服
し
)
、
〔
頑
固
者

た
ち
を
す
ら
〕
自
ら
の
命
令
(
で
)
・

(
日
)
地
上
に
名
だ
た
る

ハ
ス
テ
ィ
ボ
l
ジ
ャ
の
息
子
が
か
の
王
の
大
臣
と
な
っ
た
。
す
べ
て
の
地
:::。
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(
却
)
心
は
不
動
で
堅
固
で
あ
り
、
布
施
、
忍
耐
、
寛
容
の
徳
を
と
も
な
い
、
法
を
傘
び
、
法
を
も
っ
て
園
を
治
め
た
。
名
血
管
と
一隅
徳
と
功

徳
〔
の
光
に
照
さ
れ
た
園
を
〕
。

(
氾
)
:
:
:
福
徳
の
い
や
高
き
積
み
重
ね
を
か
れ
は
行
っ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

か
の
高
き
:
:
:
を
造
っ
た
。

か
れ
は
助
法
(
?
〉
に
固
ま
れ
て
(
?
)
、
世
の
師

(
H
プ
ッ

ダ
?
〉
に
劃
し
て
、

(
辺
)
長
欝
と
健
康
と
富
に
と
も
な
わ
れ
・

•• 

き
高
き
住
居
を
う
ち
た
て
た
。

母
と
父
の

(
供
養
の
)

た
め
に
な
れ
と
、

苦
行
者
の
王
(
日
プ
y

ダ
)
に
利
用
せ
ら
る
ベ

103 

(
担
)
さ
ま
ざ
ま
な
窟
院
と
頂
き
と
を
も
っ
こ
の
山
は
偉
大
な
る
人
々
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
つ
つ
:
:
:
。
そ
し
て
ま
た
、

て
の
様
々
な
罪
を
捨
て
て
、
憂
い
な
き
、
悩
み
な
き
、
静
寂
で
高
貴
な
こ
の
住
居
に
入
ら
れ
よ
。

〔
世
人
は
〕
す
ベ



き
な
饗
化
を
た
ど
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
刻
文
を
見
る
に
い
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
柳
か
感
慨
を
催
す
の
は
、
例
教
に
射
す
る
権
力
者
の
関
わ
り
が
、

ア
シ
ョ

l
カ
以
来
い
か
に
大
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註
(

1

)

閉

N
F〕『臼

O
R〈
】
牛
田

EMι(Uhw『司角川口問。円(。
ι
・)、
H，
r
o
U同m
r
ω
Z
Fhcι
・

〈
。
-
・
口
(
司
、
吋
ω
H
F
O
E
S
-
5
8〉
所
枚
。
中
村
元
課

『
ブ
ッ
ダ
最

後
の
披
|
大
パ
リ
ニ
ッ
パ

l
ナ
経
|』

(
岩
波
文
庫
)
司
・
ロ
ぇ
・

(

2

)

拙
稿
「
併
数
と
王
さ
ま
」

《
ま
l
る
が
》

剖

(
『併
数
説
話
大
系
』
月

報
、
鈴
木
出
版
、
一
九
八
五
、
三
月
三

(

3

)

山
崎
元
一

『
ア
シ
ョ

l
カ
王
停
設
の
研
究
』
春
秋
社
、
巴
吋由・

3
・

HN|
山

ω・
品

Htl
町
一
Y
NAg
・

(

4

)

塚
本
前
回
鮮

『
ア
シ
ョ

1
カ
玉
砕
文
』
(
レ
グ
ル
ス
文
庫
)、

第
三
文
明

社
、
包
吋
由
・
司
-Hω
由
・
ア
シ
ョ

l
カ
刻
文
の
和
誇
は
木
霊園
の
そ
れ
に
従

う
。
た
だ
し
、
多
少
の
改
謬
あ
り
。
た
と
え
ば
、
註
(
5
〉の
よ
う
に
。

(

5

)

「
祭
を
お
こ
な
っ
た
」
と
い
う
謬
に
つ
い
て
は
、
中
村
元

『
イ
ン
ド

古
代
史
』
上
、
春
秋
社
、
同
y
g
H
参
照
。

塚
本
氏
は
「
崇
敬
し
た
」
と

誇
す
。

(

6

)

塚
本
、
前
掲
書
、

3
・Hω叶
1
1
H
a
-

(
7
〉
山
崎
元
一

『
ア
シ
ョ

1
カ
王
と
そ
の
時
代
』
春
秋
社
、
巴
忠
弘
-
H
S

参
照
。

(

8

)

ロ
ミ
ラ
・

タ
l
パ
ル
著
、
辛
島
昇

・
小
西
正
捷
・
山
崎
元

一
誇

『
イ

ン
ド
史
』
1
、
み
す
ず
書
一房、
H

由吋。・司・

3
・

(

9

)

肘

-
z
z
r
N
Z
r
u
同ロ臼円ユ司
C
0
5
0
『
〉
臼
o
r
P
2
R
E
Rご
と
。
誌
(
の
口
・

〈。-・

0
・
r
g
ι
g・
5
N叩
噂
(
名
著
普
及
曾
覆
刻
版
、

53)-MYHMU〈・

(
凶
)

ア
シ
ョ
l
カ
は
沈
痛
な
反
省
を
お
こ
な
っ
た
一帝
王
と
い
う
黙
で
ロ
l

マ
の
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
一
帝
(
西
紀
一
一
一
一
|
一
八

O
)
に
比

せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
中
村
元

『
普
通
思
想
』

下

〔春
秋
社

《
中
村

元
選
集
第

一
九
巻
》

昭
和
五
一
年
〕
八
五

一
ペ
ー
ジ
)。

ア
シ

ョ
l
カ

は
世
界
宗
教
を
援
助
し
た
と
い
う
黙
で
コ
ン

ス
タ

ン
チ
ヌ
ス
帯
に
比
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
ア
シ
ョ

l
カ
は
異
宗
教

(傍
数
以
外
の

宗
教
)
を
迫
害
せ
ず
、

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
は
異
宗
数
(
キ
リ
ス
ト
教

以
外
の
宗
数
〉
を
迫
害
し
た

(
向
上
、

八
七
六
ペ
ー
ジ
)
。
ま
た
、
ァ

シ
ョ

l
カ
は
率
先
し
て
併
数
徒
に
な
り
、

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
は
キ
リ

ス
ト
教
が
贋
ま
っ
た
あ
と
に
そ
れ
に
従
っ
た
(
向
上
、
九

0
0ペ
ー

ジ
〉。

(
日
)

塚
本
、
前
掲
書
、
司
・
尽
「

(
ロ
)

同
右
、

3
・
H
5
I
H
S
-

(
日
)
山
崎
元
一

『
ア
シ
ョ

l
カ
王
と
そ
の
時
代
』
、
司
回
程
・

(
H
〉

同
右
、
司
-
H
M
印・

(日
)
H
N
o
s
-
Z
、H，
r州
WMXH円い〉臼
o
r白白口
ι
p
o
u
o
n
-
-口。。同
p
o
玄
白
ロ
ミ
曲
師
・

問、。ロ
ι
oロ
・
]
戸
由
自
「
司
・
印
・
同
y
H
品印・

(
日
出
)
ロ

ミ
ラ

・
タ
l
パ
ル
『
イ
ン
ド
史
』
1
、
司
・
弓
・

(口
)
H
N
.
}ハ
.
ζ
。。
r
R
K
H
斗

r
o
〉
問
。
。
『
間
同
国
唱
。
己
と

C
2
q
(叶
r
o
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z
u
g『
可
曲
ロ
品
。
己

z
z
。
同
同
r
o
同
口
《
同
区
ロ
同
U
O
O
M
L
0
・

d

、。-・ロ)・

回
O
B
E
u
J
H
S
H
(
h
h
M
V

民
主
S

-

H
由
由

3
・唱-記・

(
国
)
女
史
は
傍
数
徒
が
停
え
る
ア
シ
ョ

l
カ
局
開
設
は
傍
数
数
義
の
宣
俸
の

目
的
の
た
め
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
と
し
、
そ
こ
に
史
資
性
を
み
る
こ

と
を
警
戒
す
る
。
女
史
は
、
宇
ア
l
マ
ラ
カ
の
侍
読
は
「
地
上
に
お
け

る
苦
悩
は
す
べ
て
の
ひ
と
の
運
命
で
あ
る
」
と
い
う
例
数
教
義
を
一示
す

た
め
の
作
り
話
し
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
ア
シ
ョ

l
カ
が
家
臣
た
ち
の
抑

制
を
受
け
る
ほ
ど
権
力
を
失
っ
た
と
い
う
一
部
昼
者
の
推
測
を
否
定
し

よ
う
と
す
る
(
吋

E
宮
♂
喜
・
門
戸
・
司

-E〉
。
し
か
し
、
併
数
信
仰
は

幸
福
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
宣
停
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
併
数
徒
が
ア

シ
ョ

1
カ
の
悲
惨
な
晩
年
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
隠
し
え

な
い
事
貧
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

女
史
は
ま
た
、
ク
ナ
l
ラ
の
観
力
喪
失
の
俸
設
に
ふ
れ
、
こ
れ
は
寅
際

の
出
来
事
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ク
ナ
l
ラ
が
併
教
に
射
し
て
盲
目

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
誓
倫
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

(
O
司・

2
了
司
・
旨
3
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
「
自
分
は
肉
の
目
は
失
っ

た
が
、

法
の
目
を
獲
得
し
た
」
と
い
う
ク
ナ
l
ラ
自
身
の
言
葉
と
矛
盾

す
る
。
私
は
併
数
徒
の
停
設
が
史
貿
で
あ
る
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
女
史
が
ア
シ
ョ

l
カ
に
糾
問
す
る
併
数
の
影
響
力
を
低
く
許

債
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
資
料
の
単
純
な
解
穫
を
さ
え
過
つ
の
で
は

な
い
か
と
心
配
す
る
の
で
あ
る
。
(
女
史
は
目
y
S
N

で
は
、

宮
廷
内

に
陰
謀
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
併
数
俸
設
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
、
と

述
べ
、
併
数
停
設
の
信
怒
性
に
関
し
、
学
ア
1
7
ラ
カ
捕
開
設
の
場
合
と

は
矛
盾
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。)

(
四
)

静
谷
正
雄
『
イ
ン
ド
傍
数
碑
銘
目
録
』

卒
繁
寺
書
庖
、
活
這
-
Z
0・

]
戸
J
1

∞H
・

(
却
)
同
右、

Z
0・ロ∞吋・

〈
幻
)
同
右
、

Z
0・H

叶
吋
∞
・
な
お
、

n
同
・
欠
。
ロ
o
d
5

の
ロ
・
〈
o-・ロ・

3
・N
・

M
Y
H
ω
AF

・

〈
幻
)

『
印
度
皐
傍
数
同
学
研
究
』
礼
競
掲
載
橡
定
の
拙
論
参
照
。

(幻〉

静
谷
、
前
掲
書、

Z
0・
口
密
・

(
川
品
)
静
谷
氏
は
「
ク
シ
ャ
ト
ラ
パ
・
リ

ア
カ
の
パ
テ
ィ
カ
に
た
い
し
て
」

と
誇
す
。

〈
お
〉
静
谷
、
前
掲
書
、

z。
・
口
町
N

・
こ
の
刻
文
は
シ
ュ
ダ
サ
を
い
ま
だ
線

督
と
し
て
示
す
が
、
ア
モ

1
ヒ
ニ
l
刻
文
(円、ロ

P
F
H
L
2・
Z
0・包〉

は
か
れ
を
大
総
督
と
し
て

一示

し
、
花
(
別
設
で
は
必
〉
の
年
践
を
記

す
。
ラ
プ
ソ

ン
は
m
M

を
採
用
し
、
こ
れ
を
ヴ
イ
ク
ラ
マ
紀
年

〈
印
吋
切
-

P
開
始
)
と
考
え
て
西
暦
広

田
・
。
・
に
換
算
し
、

シ
ュ
ダ
サ
が
総

督
か
ら
大
線
督
に
な
っ
た
時
期
を
包
∞

-
P
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

(開・』

-m丘
話
。
ロ
(
。
ι・
)
日
寸
『
。
。
ω日
『
『
正
問
。

z
z
g円
可
。
間
同
ロ
ι
3・

2-・同
〔
F
Eミ
片
足
N
S
Z
Y
S
H・
5
S〕

3
・
2
∞|印

N3
一
方、

サ
ル
カ
ル
は

η
年
公
印
〉
-
U・
〉
設
に
も
と
づ
き
、
マ
ト
ゥ

ラ
l
獅
子

柱
頭
刻
文
を
そ
れ
よ
り
少
し
前
の
忌

〉
・
0
・
頃
と
す
る
か
ら
、
沌
年

〈
サ
ル
カ
ル
に
よ
れ
ば

N
H

〉
-
U・
)
の
年
続
を
も
っ
タ
ク
シ

ラ
銅
板

刻
文
の
「
王
子
パ
テ
ィ
カ
」
は
マ
ト

ク
ラ
l
獅
子
柱
頭
刻
文
の
「
大
総

督
パ
テ
ィ
カ
」
と
同
一
人
物
で
は
あ
り
え
な
い
(
も
し
そ
う
と
す
れ

ば
同
一
人
物
が
大
穂
督
か
ら
王
子
に
な
る
と
い
う
ア
ナ
ク
ロ
ニ

ズ
ム
に

陥
る
て
と
い
う
。
(
-
N
・
。
・
去
と
ロ
ヨ
向
日
常
(
邑
・
)
・
、
H

，
r
o
〉
問
。
。
四

回目司
2
5
-
C
E
Q
〈
叶
F
O
甲
山
広
伸

o
q
曲ロ
ι
の

c-zz。
問
手
o
r
ι
5ロ
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ON THE TITLE “ＴＵＴＵＮＧ”IN UIGUR

Oda Juten

　　　

From about the tenth to the fourteenth century, the Uigur were

the

　

main members　of Buddhist　society in　the Turf an basin, Eastern

Turkestan. 　Ｔｕtｕｎｇｏｔ　ｄｕtｏｎｇ都統,which was introduced from China,

became ａ title for Uigur monks of Buddhism and was respected as an

honorable name for holy administrators who took the lead of monks and

nuns.

　

Later the title was also described as ｄｌ£ｔｏｎｇ都通insome Chinese

sources.

　

It seems that the Uigur also showed respect to Chinese monks

around them. As ａ matter of fact, the Uigur monks with the title were

the translators of Uigur｡Turkish and Chinese scriptures of Buddhism,

the composers or the compilers of Buddhist poems. Some of them were

not only taught by master monks and inherited the traditions of Buddhist

family, but were high-ranked monks with a wife and children. It is

impossible, at least in Mongol-Yuan society, to ignore the presence of

married monks. The personal relationships to Atay Tutung, which were

recorded in the civil documents, make it possible to study an aspect of

the Uigur Buddhist society of the later thirteenth century. Some ｏ伍cial

and private documents help us to study how Titso, the son of Qiytso

Tutung, came to be venerated as an abbot of Murutluq Monastery. The

monastery seems to have been ａ training hall under the administration

of West Uigur State.

BUDDHISM AND KINGS

Sadakata Akira

　　　

Asoka, Kaniska, and many other kings are described in the Buddhist

scriptures as most ardent believers in Buddhism. But kings in general

show themselves, in their own votive inscriptions,as more sober, rather

realisticpoliticians. Of these two kinds of documents, we may be able

- ３－



to trust more safely in the latter,because inscriptions being messages to

their contemporaries, kings could not indulge in any ｅχaggeration｡

　　

Asoka, however fanatic he may sometimes seem to have been, was,

so to speak, ａ sincere apostle of ａ new religion. Saka princes or satraps

were more selfish,because they dedicated shrines or caves mainly to

make sure　their own　and their relatives' happiness.　　But early Saka

princes, Patika and Sudasa, for example, were more pious than later

princes, because, as the copper plate inscription of Patika, which was

destined to be hidden in the stupa, and the Mathura Lion Capital inscrip-

tion of Sudasa which was also destined to be concealed under the archit-

rave, show, they had no intention of propagandism: they believed in the

world of gods Cbuddhas}. Usavadata, on the other hand, was a frank

politician.To him, the Buddhist caves were only media of propaganda of

his exploits. In the inscriptions on the wall of the verandah of ａ Bud-

dhist cave, he boasted of many offerings done for brahmans:he might

not have been satisfied,if his inscription could not have been read by

visitors. Indian kings after him seem. to have followed his example.

TIBETANS AND BUDDHISM IN WESTERN

　

CHINA DURING THE SONG DYNASTY

IWASAKI Tsutomu

　　

During the Northern Song, the term “Tufan” 吐蕃referred to Ti-

betans living in western China. These Tibetans accepted as their king

a descendant of the ancient Tufan kingdo㎡ｓ royal family, whose name,

Rgyal sras晩斯W, originally meant “son of the Buddha.”For about ａ

century, he and his successors controlled the Amdo region. The Song

had assigned them the responsibilityof serving as ａ check on the χixia

西夏, but as the χiχiabecame more powerful, Tuf an su丘ered from internal

politicaldivisions and grew weaker.

　　

Buddhism profoundly colored the history of western China's Tibetans.

Their leaders had ａ deep faith in the religion, and monasteries丑ourished

in Rgyal sras's capital of Qingtangcheng 青唐城(the modern Xining
西
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